
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  非上場株式等の相続税の納税猶予制度の改正         

Ｑ：自社株の相続税の納税猶予制度(事業

承継税制)が改正になったそうですが、どのよ

うになったのですか？                                   

                                              

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

事業承継税制とは、後継者である受贈者・

相続人等が非上場株式等を贈与又は相続等に

より取得した場合に、その非上場株式等に係

る贈与税又は相続税を一定の要件のもと、納

税猶予し、後継者の死亡等により、その納税

猶予された贈与税又は相続税の納付を免除す

るという制度です。 

平成30年の改正では、これまでの措置に加

え、10年間の措置として、納税猶予の対象と

なる非上場株式等の制限(総株式数の最大３

分の２まで)が撤廃されたり、納税猶予割合が

引上げられる(80%から100%)などの特例措置

が設けられました。 

 ①事前の計画策定等 

  ５年以内の特例承継計画の提出が必要 

 ②適用期限 

  平成30年１月１日から平成39年12月31日ま

での贈与・相続に適用 

 ③対象株数 

  全株 

 ④納税猶予割合   

  100% 

 ⑤承継パターン 

  複数の株主から最大３人の後継者 
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